
品　目

※登録の条件としては、土地所有者等の了解を得て採取していることが必要です。

主な出荷・販売先

　検査に合格した場合の

　返却方法

➀農林事務所に引き取りに来る

②自宅に発送（送り先住所　　　　　　　　　　　）

③その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

   　　令和　　　年　　　月　　　日出荷・販売予定日

　採取・出荷管理台帳に登録するため下記のとおり申し込

みます

氏　名

住　所

電話番号

（携帯等連絡のつくもの）

野生きのこ（なめこ、ならたけ、むきたけ）

採取・出荷登録

採取場所の住所

（大字、字）

申込日    　　令和　　　年　　　月　　　日


